指定重度訪問介護事業所の皆様へ
～重度訪問介護の対象者拡大に伴う必要な手続きについて～
H26.3　

１　重度訪問介護の対象者拡大の概要
重度訪問介護の対象については、現在「重度の肢体不自由者」とされているところですが、「障害者総合支援法」等の改正・施行により、その対象が「重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要する者」に拡大されます。

	＜上記対象者の具体的要件＞
○ 障害支援区分４以上であって、
○ 障害支援区分の認定調査項目のうち、行動関連項目等（12項目）の合計点数が10点以上である者
※ なお、行動障害を有しない者については、対象とはならない。



２　必要となる変更手続き等
「事業の主たる対象とする障害の種類」を定めることができる運営規程については、「主として肢体不自由者に対応する重度訪問介護」か「主として行動障害を有する者に対応する重度訪問介護」を標榜できることとなります。これに伴い、平成26年４月からの主たる対象者を特定する場合は、下表のとおり運営規程の「主たる対象者」欄（作成例では第６条）を変更する必要がありますので、変更届出書（様式第５号）に変更後の運営規程を添付して変更後10日以内に提出してください。
[bookmark: _GoBack]
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	肢体不自由者のみ
	運営規程の変更が必要
「主たる対象者」欄に「肢体不自由者」と明記する。
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※ 主たる対象者を特定しない場合、平成26年４月以降は「肢体不自由者」及び「行動障害を有する者」の両方を主たる対象者と規定しているものとされ、運営規程の「重度訪問介護に関する内容」（作成例では第７条第６項）を修正する必要がありますが、今回は変更届の提出は省略することとします。ただし、次に運営規程を変更する際には、「重度訪問介護に関する内容」欄もあわせて修正してください。

３　問い合わせ先及び書類提出先
〒231-0021　横浜市中区日本大通18
横浜市健康福祉局障害企画課
　電話　045-671-3601　　ＦＡＸ　045-671-3566
